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事故防止 いつも心に免許の日 
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２月                   ３月 
1（土）   1（土）  

2（日）  2（日） 支部 第 5 回理事会 

3（月） 1 月分チケット換金締切日(14:30 まで) 3（月） 2 月分チケット換金締切日(14:30 まで) 

4（火）  4（火）  

5（水）  5（水）  

6（木）  6（木）  

7（金）  7（金）  

8（土）  8（土）  

9（日）  9（日） B 班・C 班 合同班会議 

10（月） 支部費納付締切日 (15 時まで) 10（月） 支部費納付締切日 (15 時まで) 

11（火）  11（火）  

12（水）  12（水） 交通共済 第 6 回理事会 

13（木）  13（木）  

14（金）  14（金）  

15（土）  15（土）  

16（日）  16（日） A 班・D 班 合同班会議 

17（月）   17（月）  

18（火）   18（火）  

19（水）  19（水）  

20（木）  20（木）  

21（金）  21（金） 交通共済 支部長会議 

22（土）  22（土）  

23（日）  23（日）  

24（月）  24（月） 本部 第 6 回理事会 

25（火） 本部 第 5 回理事会 25（火）  

26（水）  26（水）  

27（木）  27（木）  

28（金）  28（金） 本部 臨時総代会 

  29（土）  

  30（日）  

  31（月)  
 

 

支部・班 行事予定 
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◆支部員報告 
 

廃 業   C 班 中野 幸男 さん（81 歳） 
                  平成 8 年 7 月 25 日 加入  
                  令和 7 年 1 月 17 日 付 一般廃業 

 

◆ 辻会計事務所より 

2 月分の支部費で決算料 11,770 円 請求致します。 
 
 
◆ 期限更新者へ 

 

令和 7 年 6 月 1 日付け期限更新者の方は、運転記録証明書料込で 
2,670 円 2 月の支部費で請求致します。 

 

 

◆ＧＯ ・ Ｓ．ＲＩＤＥのメンテナンス情報について 
 

東個協では GO・S.RIDE のシステムメンテナンス情報等を専用の LINE で配信して

います。配信を希望される方はURLまたはQRコードから友だち追加をお願いします。 

    郵送しています支部報に掲載していますので確認お願いします。  

<< 注意事項 >> 

・東個協に所属する組合員を対象とした LINE です。 

・配信が不要になった場合はアカウントをブロックし、設定から削除をお願いします。 

・SNS での拡散はご遠慮ください。   

         
  

◆許可等に付した期限の変更通知書の交付について 
 

令和 6 年 12 月 1 日付期限更新日となる事業者に対する、許可等に付した期限の変更 
通知書(許可期限変更通知書)が届きました。通知書を紛失される方が多いことから支部 
では原本を支部で保管し、コピーを該当者にお渡しします。該当者には支部報と一緒に 
同封しますので確認お願いいたします。また下記にご留意ください。 

 

※  期限更新申請時に添付した運転記録証明書以降に新たな道路交通法の違反による 
処分を受けた場合には直ちに報告することになっております。 

    事業者は、許可期限変更通知書の受領に当たり「道路交通法違反報告書」により 
   期限更新申請時に添付した運転記録証明の証明期間の最後日以降満了日までの間の 
   違反の有無を所属団体長に報告すること。該当事案がある場合は、至急支部に報告を

し交通反則告知書のコピーを提出して下さい。新たな違反が期限の変更を伴わない場

合 (既に違反により 1年短縮されている場合等）であっても報告は必要です。 



 - 3 - 

◆ＧＯ車内決済配車時における乗り込みＧＯ Ｐａｙ対応について 
 

車内決済配車時における乗り込み GO Pay に対応する機能が R7 年 2 月 5 日(水)より  
  追加される予定です。 

  ≪注意点≫ 
   ・GO アプリ側で手配料(100 円)が追加されるので、金額入力時はメーター金額のみ 

  入力してください。 

  ・乗り込み GO Pay に変更された場合は、GO 側から領収書が発行されるので、車内 
では領収書を渡さないでください。 
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◆電子チケットサービス運用開始について 
 

   本部理事会にて「電子チケット」が新たな事業サービスの一環として取り扱うことに 

  決定しました。 
 

1．対象顧客  
 本組合チケット契約顧客 

2．対象組合員 
チケット事業参加組合員 

3．チケット収受方式 
QR コード (ユーザーがスキャンする方式 PayPay と同様) 

4．電子チケット用 QR コード配付 
組合員ごとの専用 QR コードを配付 
 (支部報と一緒に同封しています。必ず確認お願いします。) 

5．組合員換金手数料 
電子決済取扱手数料に準ず (税込 3%) 

6．運用開始日 
令和 7 年 3 月 11 日(火) 

 

※電子チケット用 QR コードを必ず車内に設置し、対応可能な状態にしてください。 
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◆自賠責保険の手続きをされる方へ 
 
支部で自賠責保険の手続きをされる場合は、事前に連絡をして下さい。 

また、必ず現在の自賠責保険の証書をお持ち下さい。車検証は必要ありません。 
車検日の 2 ヶ月前より入ることができます。 

支部での加入をお願い致します!! 手続きは 15 時までにお願いします。 

※早期換金日の自賠責保険加入は控えていただきますようお願いします。 

【自賠責保険料】＊12 ヵ月 32,960 円 ＊13 ヵ月  35,230 円 
 

＊車検を受けましたら「自動車検査証記録事項」のコピーを支部に提出してください。 

＊本部 車検・修理ローン、ご利用ください。(手続きは支部へ) 
 

◆チケット換金締切日 
 

    １月分チケット （２/１早朝含む）  ２月３日(月)  １４：３０ まで 
 

  ２月分チケット （３/１早朝含む）  ３月３日(月)  １４：３０ まで 
  

     お願い!!    チケット換金袋が少なくなっております。  

１人一袋です。 複数お持ちの方は戻して下さい。 

 

 

◆トヨタモビリティ東京 友の会 巡回サービス  
 

3 ヶ月点検 吉祥寺店 2 月 25 日 (火)   受付  9：30～15：30 

1 ヶ月点検 
3 ヶ月点検 

三鷹野崎北店 2 月 25 日 (火)   受付  9：00～15：00 

    
 

◆東個協ＬＰＧカード価格改定のお知らせ 【令和 7 年 1 月 16 日(木) 改定】 
 

         １㍑当り   112 円 ※消費税別 
 
 
 

◆東個協ガソリンカード価格改定のお知らせ 【令和 7 年 1 月 21 日(火) 改定】  

         

   油  種       税込価格 

  ハイオク        184 円   

  レギュラー       174 円 

     軽油        153 円 
〇 改定前消費税込単価より 5 円値上げ     単位：円／リットル 
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  班別対抗無事故表 
 
単独＝単    双方＝双    賠償＝賠    人身＝人 

 

16                 

14                 

12                 

10                 

8                 

6                 

4 6/23 双       11/25 賠   11/27 賠 12/5 人 

2 4/24 単 6/11 双 8/3 単 6/7 単 8/9 単 7/16 賠 4/17 単 5/2 単 

   Ａ班    Ｂ班    Ｃ班    Ｄ班 

            共 済 事 故 報 告   

 

12 月 5 日 中央通り神田駅にて乗車の為ドアを開けた時、歩行者がドアに接触した。 
 

☆ 健康起因事故防止の為、脳 MRI 検診を受診しましょう。 
☆ 電動キックボードや、モペットの事故が増加しています。注意して下さい！ 
☆ 路上寝込みを発見したら 110 番通報をお願いします！ 
☆ 救護義務違反は 35 点減点、一発取り消しです！ 

  事故発生時は相手が立ち去った場合でも必ずその場で 110 番通報すること！ 
 

事故発生件数 11 件/21 件（11 月末まで） 
令和 6 年度の杉並支部事故削減目標は（令和 5 年度は件数 31 件） 

マイナス 10 件で 21 件 に設定しました。  
 

             交通共済 事故受付専用 電話 

            05700 － 25889   
       24 時間受付しています。ナビダイヤルでのご案内 

夜間・休日は翌営業日以降順次担当者から連絡します。 

         求償、賠償事故にかかわらず報告してください。 
 

＊＊＊ 事故報告書は必ず支部で書きましょう ＊＊＊ 
 

                                共済部長 及川 

共 済 部 

ジ  コ  ハ  ヤ  ク 
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廃業をお考えの方、譲渡譲受契約にご協力をお願い致します 

☆講習生５名が 「譲渡」 を待っています☆                  
         

 

2025 年 1 月 20 日 現在 
 

講習生譲渡待機者との契約後の流れ 
８月中に譲渡契約  ⇒ ９月中に認可申請  ⇒ １２月中に認可見込            ７月試験 １名 

１２月中に譲渡契約 ⇒ １月中に認可申請  ⇒  ４月中に認可見込            １１月試験 ２名 

来年４月中に譲渡契約 ⇒ ５月中に認可申請  ⇒  ８月中に認可見込          来年３月試験 ０名 

来年８月中に譲渡契約 ⇒ ９月中に認可申請  ⇒ １２月中に認可見込           来年７月試験２名 

                  

譲渡人の資格要件 
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有して 

いること。 

1．年齢が 65 歳以上(申請日が誕生日以降)80 歳未満であること。(申請日が誕生日の前日まで) 
2．年齢が 65 歳未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者。 
3．年齢が 65 歳未満で、20 年以上個人タクシー事業を経営している者であること。 
※ 令和 元年 7 月 26 日に法改正があり、75 歳の誕生日以降の審査継続、不認可の際の 
  2 回目の申請が可能となりました。これには 75 歳の誕生日以降旅客の運送を行わな 
  いことが条件となります。この際の譲渡人の許可期限は認可の日までとなり、この 
  期間中に第二種運転免許証が失効しても可能となります。 

        ★★詳しくは支部までお問い合わせ下さい★★ 
 

譲渡譲受による廃業までの概要 
1. 譲受人（事前試験合格者又は講習生）と譲渡譲受契約を結びます。 

2. 申請に必要な書類、挙証資料を集めます。 

（譲渡人、譲受人双方が集め終わるのに、1 か月ほどかかる場合があります。） 

3. 譲渡譲受認可申請を関東運輸局に提出します。(標準処理期間は、3 か月です｡) 

4. 申請後も、関東運輸局からさらに必要とされる書類の提出を求められたら、提出します。 

5. 申請をしてから 3 か月ほどたつと、処分（認可）がおります。 

☆講習生募集☆ 
講習会では講習生を募集しています。(地理試験廃止になりました！) 

10 年以上法人会社に乗務員として所属し、申請日以前 3 年又は 5 年以上道路交通法の違反

がない、開業資金（200 万円以上）が確保されている、営業区域内に申請時に居住している

など年齢・経験等多くの条件があります。個人タクシーになりたい強い希望のある方をお待

ちしています。個人タクシーの許可に必要な試験は 3,7,11 月に行われます。 

杉並支部 講習会 
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◆班会議のお知らせ 
 

 開催日時 場  所 

B 班・C 班 3 月 9 日 (日)  13：00～ 西荻センター・勤福会館 第 3･4 集会室 

A 班・D 班 3 月 16 日 (日)    〃         〃 

※班会議日程が変更になっております！確認お願いします。 

※皆さんの参加お願いいたします!! 

 

 

◆ ゴルフ部                                  
会長 鈴木 政一 

 

令和 7 年 1 月 12 日荻窪にて総会を開催しました。12 名参加で成立致しました。 

規約・役員等の変更はございません。 

≪今年の年間予定≫  

➀3月 17 日(月) ➁4月 21 日(月) ➂6月 2日(月) ➃10 月 14 日(火) ➄11月 17 日(月) 

      ※7 月 8 月 9 月の開催はありません。 

       今年最初のコンペは 3 月 17 日(月) 笠間カントリー 8 時 IN コースです。  
 

◆交通共済表彰 

    この度、令和 6 年 8 月 1 日 ～ 11 月 30 日までのグループ期間表彰第 7 位にて 
   表彰状及び報奨金 123,760 円 (680 円×182 名)を頂きました。 
    これもひとえに皆様のご協力の賜物と感謝いたします。今後も無事故、無違反に 
     ご協力をお願いいたします。                  
                                 共済部 及川 
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★自動換金 振込日 (電子マネー系・デビット・クレジット)★ 
           売 上 期 間 

 
振込日 

1 月 27 日 (月)  ～   2 月 02 日 (日) ➡ 2 月 07 日 (金) 

2 月 03 日 (月)  ～   2 月 09 日 (日) ➡ 2 月 14 日 (金) 

2 月 10 日 (月)  ～   2 月 16 日 (日) ➡ 2 月 21 日 (金) 

2 月 17 日 (月)  ～   2 月 23 日 (日) ➡ 2 月 28 日 (金) 

2 月 24 日 (月)  ～   3 月 02 日 (日) ➡ 3 月 07 日 (金) 

自動換金は 週１回  毎週金曜日の振込 

(祝休日の場合は変動あり、支部報でお知らせします) 

チケット、クレチケ、福祉券等の換金は 月・水・金曜日の最大週３回 

早期換金は曜日に関係なく従来通りです｡ 

換金遅れのないようお願いします! 
 

チケットの早期換金にご協力お願いします！！ 
 

 

 

GO のログインを毎月必ず一度以上行なってください!! 
忘れると翌月3,300円の請求がされます。やり方が解らない方は支部まで連絡を! 

 
 
 
 
 

売上票（カード会社控）の提出について 
売上票（カード会社控）を提出していただいておりますが、売上票のサイン 

漏れ及び印字不良の場合はお手数ですが裏面に経路を記載して提出して下さい。 

 
 

 

チケット換金・支部費支払・物品販売は１５時迄です。 

           どうぞよろしくお願いします。 

 


